
保育士修学資金貸付制度と高等教育の修学支援新制度との併用について 

 

 日ごろは、福祉人材の確保・育成にご尽力いただき、また、本会の運営にご支援・ご協力いただ

きありがとうございます。 

 さて、保育士修学資金貸付は、保育士養成施設での修学のために必要な範囲で、高等教育の修学

支援新制度との併用を認めています。 

つきましては、併用の取り扱いについては、下記のとおりご案内しますので、申請希望者への周

知ならびに申請時の指導について、ご協力を賜りますようよろしくお願い申しあげます。 

 

記 

 

１．「授業料等減免」との併用について 

授業料等減免の支援対象となる学生が、「保育士修学資金貸付事業」の貸付を希望する場合、授

業料等減免の支援対象となる大学や専門学校等において、学則に定める授業料、入学金から個々

の所得要件に応じた減免の上限額を差し引き、減免後も自己負担が生じる場合に限り、貸付が可

能です。 

（１）修学資金について  

授業料の自己負担額の範囲において、修学資金「月額50,000円」を上限に貸付を行います。  

（２）入学準備金について  

入学金の自己負担額の範囲において、入学準備金「200,000 円（初回貸し付けに限る）」を上限

に貸付を行います。 

 

※なお、自己負担額の算出に際しては、大阪福祉人材支援センターのWebサイトに掲載してい

る「保育士修学資金 申請金額のシミュレーション」を参考にしてください。 

 

２．「給付型奨学金」との併用について 

  給付型奨学金は、学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄える

よう具体的な使途を問わず措置されるものです。 

給付型奨学金の支援対象となる学生の「生活費加算」については、給付型奨学金と支援内容が

重複するため、貸付対象外となります。 

 

３．保育士修学資金貸付との整理 

 

 保育士修学資金貸付制度 

高等教育の修学支援新制度 修学資金 入学準備金 

授業料等減免 △（差額支給） △（差額支給） 

 

 保育士修学資金貸付制度 

高等教育の修学支援新制度 就職準備金 生活費加算 

給付型奨学金 ○（併用可） ×（併用不可） 

 

※授業料等減免および給付型奨学金は支給要件が同じであることから、どちらか一方ではなく、併

せて支援を受けることを想定しています。 

※入学準備金や就職準備金のみの貸付はできません。 



 

（貸付金額の例） 

 

 ■「2年制の学校／住民税非課税世帯」の場合 

修学に係る費用の使途            高等教育の修学支援新制度の支給額 

・入学金         100,000円     授業料等減免 入学金の減免額  100,000円  

・授業料（2年間）   1,600,000円             授業料の減免額 1,200,000円 

・施設費         500,000円 

・実習費         100,000円 

・交通費         200,000円       給付型奨学金          450,000円 

 合  計       2,500,000円          

  ※入学金以外：2,400,000円 

 

 

 ■保育士修学資金貸付の申請可能金額（上限） 

  修 学 資 金 1,200,000円※（50,000円×24カ月） 

  就職準備金   200,000円  

  合   計   1,400,000円    

※入学金の自己負担額がないため、入学準備金の申請は不可。 

※給付型奨学金の支給を受けるため、生活費加算の申請は不可 

 

 

４．貸付決定の時期について 

高等教育の修学支援新制度（以下、「修学支援新制度」という）を優先して適用することから、

授業料等減免の金額が確定後、修学資金の貸付決定を行います。そのため、通常より貸付審査・

決定に時間を要します。 

修学支援新制度を利用する方は、支援区分（第Ⅰ区分～第Ⅳ区分、多子世帯のいずれか）が決

定し、支給金額の見込みがたち、自己負担額のみ、貸付申請を行うように指導してください。申

請受付期間内に支援区分が決定しない場合は、事前にご連絡ください。個別に期間の延長（最

長8月31日まで）を認めます。 

 

 

 

 

 

 

 

《お問合わせ先》 

大阪福祉人材支援センター  修学資金係（担当：泉・中山） 

〒542－0065 大阪市中央区中寺1－1－54 大阪社会福祉指導センター 3階 

TEL 06‐6776‐2943（平日9：00～17：00受付） 

 

※修学資金…授業料2,400,000円 ― 減免額 

1,200,000円との差額が上限金額 


